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福祉保健生活環境委員会次第

日時：令和３年６月１５日（火）本会議休憩中

場所：第５委員会室

１ 開 会

２ 福祉保健部関係

（１）付託案件の審査

第 ５７号議案 令和３年度大分県一般会計補正予算（第５号）（本委員会関係部分）

（２）その他

３ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

衛藤委員長 ただいまから、福祉保健生活環境

委員会を開きます。

委員、執行部の皆さま、本日はよろしくお願

いします。

本日は、本会議休憩中の委員会であり、予定

の時間も限られているので、議事進行への御協

力をお願いします。

また、本日は、委員外議員として守永議員に

出席いただいています。

ここで、委員外議員の方に申し上げます。

発言を希望される場合は、各説明事項及び諸

報告の区切りごとに、委員の質疑終了後、挙手

をし、私から指名を受けた後、御発言願います。

進行状況を勘案しながら議事を進めていくの

で、あらかじめ御了解願います。

本日、審査いただく案件は、今回付託を受け

た議案１件です。

これより福祉保健部関係の審査を行います。

それでは、第５７号議案令和３年度大分県一

般会計補正予算（第５号）のうち、福祉保健部

関係部分について、執行部の説明を求めます。

山田福祉保健部長 それでは、第５７号議案令

和３年度大分県一般会計補正予算（第５号）の

うち、福祉保健部関係について御説明します。

新型コロナワクチンについては、７月末まで

に高齢者向け接種を予定どおり完了させるとと

もに、引き続き、切れ目なく希望する県民全て

が早期接種できるよう取り組んでいく必要があ

ります。

今回の補正予算第５号では、個別接種会場と

なる各医療機関が接種回数を増加させた場合に

手当等を支給することで、ワクチン接種のさら

なる加速を図ります。

また、新型コロナの影響が長期化する中、生

活に困窮する世帯を支援するため、生活福祉資

金の特例貸付けについて貸付申請期間を延長す

るほか、生活福祉資金の再貸付けが終了した世

帯等には新たに支援金を支給します。

委員会資料の１ページをお開きください。

福祉保健部関係の補正第５号の予算額は、表

の左上、区分の上から２段目、補正予算第５号

欄の福祉保健部部計の①１９億２，５００万円

です。

当初予算にこれらを加えた現計予算額は、一

番下の段、現計予算欄の②１，２４６億９，９

２８万４千円となります。

事業の詳細については、担当課長から説明す

るので、御審議のほどよろしくお願いします。

池邉感染症対策課長 委員会資料の２ページを

御覧ください。

番号１、ワクチン接種体制緊急強化事業費、

補正予算額８億８，５００万円です。

この事業は、ワクチンの個別接種会場となる

各医療機関における接種体制の強化を図るもの

です。

具体的には、７月末までの間、１のとおり、

診療所において４週間以上にわたって週当たり

１００回以上の接種を行った場合、接種回数に

応じて１回当たり２千円あるいは３千円の手当

を基本接種料とは別に支給します。

また、２のとおり、診療所及び病院が１日５

０回以上の集中的な接種を行った場合には、１

日当たり定額で１０万円の協力金を支給します。

このように、個別接種医療機関でのワクチン

接種をさらに強化することで、接種スピードの

さらなる加速を図っていきます。

首藤福祉保健企画課長 続いて３ページをお開

きください。

番号２、生活福祉資金貸付事業費、補正予算

額１０億円です。

この事業は、新型コロナウイルス感染症の影

響により収入が減少した世帯の生計等の維持を

図るため、緊急小口資金等の特例貸付けを実施

する大分県社会福祉協議会に対し、貸付原資を

補助するものです。

これまで、昨年度からあわせて４回の期間延

長を行い、合計で１６２億円を予算措置してき

ましたが、今般、国の制度改正により、貸付申
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請期間が６月末から８月末まで２か月間延長さ

れたことに伴い、所要の予算の増額を行うもの

です。

次に、４ページを御覧ください。

番号３、生活困窮者自立支援事業費、補正予

算額４千万円です。

この事業は、生活福祉資金の特例貸付けの借

入額が限度額に達してもなお生活が困窮してい

る世帯に対して支援金を支給するものです。

世帯人数に応じて一月当たり６万円から１０

万円を３か月間支給します。なお、県から支給

を行うのは県内４町村分であり、１４市分につ

いては各市から支給されます。

衛藤委員長 以上で、説明は終わりました。

これより、質疑に入ります。質疑、御意見は

ありませんか。

馬場委員 感染症対策課のワクチン接種体制緊

急強化事業費についてお尋ねします。

まず、大分県内の６５歳以上の希望する方々

のワクチン接種状況は、県全体ではどのくらい

になっているかが一つ。

７月末までにということで、この予算も出て

きていると思いますが、もう一つは、県内での

ワクチンの副反応の状況はどうなっているかと

いうこと。

三つ目に、どこかの県で冷凍庫の故障により、

ワクチンがかなり廃棄された状況があって、大

分県もこの冷凍機が使われていたのかどうか、

その交換もあり得るかの３点をお願いします。

若松感染症対策課参事 まず、高齢者分の接種

率ですが、日曜日現在で報告します。

県内で３８．２％の高齢者が１回目の接種を

済ませており、３週間後には２回目が接種され

ることになっています。今後、集団接種会場等

を開くところもあり、７月末までに高齢者は２

回接種が終わるものと見込んでいます。

２点目の副反応について、県内での接種後の

副反応は国に報告が上がっています。国からこ

ちらに１０日に連絡は来ており、何件という細

かいデータはありませんが、国で正式な委員会

を開催し、その中で本当にワクチンのせいなの

か精査した上で、全国的に公表という形になっ

ている状況です。

３点目の冷凍庫の話です。

本日、大分合同新聞にも出たＥＢＡＣという

冷凍庫ですが、回収される製造ロットは、県内

６か所に１０台ありました。この冷凍庫の中に

ワクチンが入っていないかを至急調べましたが、

それはなかったので、今後ワクチンを保管する

こととなる前に、速やかにこの冷凍庫が交換に

なればいいかなと思っています。

また、この冷凍庫を持っている医療機関、あ

るいは関係する市町村には情報を流し、今回の

例は、本来、温度が超えるとブザーが鳴ります

が、土日か何かでだいぶ時間がたって分かって、

８度までなら１か月もちますが、９度になって

いて廃棄という情報だったので、毎日適正な温

度かのチェックを行うことをもう１回徹底した

いと思っています。

山田福祉保健部長 ２番目の副反応について、

少し補足します。

国で全都道府県からの報告を受け、その一個

一個の事例をきちんと審査し――要は共通の目

で見ないと、それぞれの医療機関でこれは副反

応とか、これは重篤とか、それぞれの医師が判

断すると基準に違いがあったりするということ

で、専門家の統一した目で全体をならして発表

するという取扱いになっています。

ちなみに直近の国の発表によると、５月３０

日現在の公表で、ファイザーについての接種件

数が１，３０５万９千件あり、それに対して副

反応疑い報告数が１万件、０．０８％、そのう

ち重篤とみなされるものが１，２６０件で０．

０１％、うち死亡が１２２件となっています。

モデルナについては、９万２４１件の接種件

数に対し、疑い件数が１７件という状況です。

さきほど申したように、県内分については、

公表しないという取扱いになっています。

馬場委員 副反応については、それぞれの都道

府県の発表はないということですか。

山田福祉保健部長 都道府県が報告したものが

国の専門家の審査により、副反応ではないとか

結果が変わったりするので、都道府県の報告件

数は公表しない取扱いになっています。
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平岩委員 会派の中で朝ばたばたと意見を集約

してきたので、何点か聞きたいと思います。

まず、ワクチンは今、ファイザーとモデルナ

で、ファイザーが多いと思いますが、選べるの

かというのを聞かれました。アストラゼネカは

使われていないということですが、血栓の関係

で心配している人もいて、ワクチンは選ぶこと

ができるのかということと、インド型の変異株

にはワクチンは効きにくいという情報もあるが、

それはどうなのかということ。

もう１点は、６０歳から６４歳の基礎疾患の

ある人の中でという表現がよく出てきますが、

基礎疾患の調査はどういうふうにするのか。本

人の申告であるならいいですが、病歴というの

は個人情報になるので、そこに関わることはと

ても難しい。本人が基礎疾患をどう捉えている

か、それは主治医との関係もあると思いますが、

要するに基礎疾患のある人をどう把握していく

か、教えてほしいと思います。

それから、さきほどのワクチンの副反応の状

況で、インターネット情報ですが、６月１０日

現在、ワクチン接種の後、１９６人死亡みたい

な記事が出ていると、やはり厳しいのかなと私

も思いますが、ワクチンの副反応については今

の説明を持って帰りたいと思います。

３点についてお願いします。

若松感染症対策課参事 ワクチンの種類は、フ

ァイザーとモデルナ、今はこの２種類がありま

す。これは選べるかという質問ですが、選べま

せん。

接種会場ごとにワクチンの混同防止、ファイ

ザーを打った後、モデルナということがないよ

うに同じ場所には置かないようになっています。

ちなみに今回設置する県営接種センターは、

モデルナを使用する予定にしています。

藤内理事兼審議監 まず、インド株に対するワ

クチンの効果については、現在、イギリスでか

なりインド株が流行していますが、イギリスに

おいて、ファイザーのワクチンがどれくらい効

果があるかという分析が既に行われています。

今まで９５％と言われていたものとほぼ同じ

で、イギリス株についてはファイザー社のワク

チンは９３％発症予防効果があり、インド株に

ついては８８％という数字が出ていて、従来株、

あるいはイギリス株と比べても、ほぼ同じ効果

が期待できると評価されています。

若松感染症対策課参事 高齢者の次のステージ

になる基礎疾患をお持ちの方とか、６０から６

４歳というグループの話です。

まず、基礎疾患ですが、自己申告となってい

ます。特に医師の診断書が必要とか、そういう

ことはありません。予約、問診の際に確認する

形になっており、高血圧とか、糖尿病とか、申

請していただければ優先されます。

藤内理事兼審議監 最後の質問ではなく、心配

されている点について。接種後、１９６人が亡

くなられているという報道も確かにされていま

す。

実は今回、高齢者を中心に接種をされている

ので、高齢者の中にはワクチン接種とは関係な

く、接種後、実際に体調を壊され、不幸にして

亡くなられる方もいます。さきほど若松参事か

らも説明があったように、ワクチン後の副反応

については、厚生科学審議会予防接種・ワクチ

ン分科会副反応検討部会で、ワクチン接種後に

亡くなった場合に実際に因果関係があるのかと

いうこともちゃんと分析していますが、現時点

ではワクチンが死亡の原因になったと評価され

たケースはありません。

ただ、接種後亡くなったという数字、あるい

はそういう事実だけが伝わっていくと、やはり

県民にも不安が広がってしまうので、そこはし

っかりお伝えしたいと考えています。

平岩委員 ありがとうございました。若松参事、

ワクチン接種のときの基礎疾患は自己申告と言

われて、お医者さんと問答しながら、こういう

基礎疾患がありますと言ったとき、場合によっ

ては打たない方がいいですよという判断をされ

る場合もあるわけですか。

若松感染症対策課参事 そうですね、実際あっ

たケースでは、接種会場においてかなり血圧が

高い方がいて、そこは先生の判断により、こん

なに高いと接種後が心配なのでということで除

外された話も聞いています。
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御手洗委員 １点だけ。やはり接種を加速する

には、職域接種であり、その環境が整っている

ところについてはどういう取組をされているの

か、聞きたいと思います。

若松感染症対策課参事 県内でもさきほど言っ

たモデルナによる職域接種の問合せ等も多くい

ただいています。

ただ、これは今、市町村がやっているファイ

ザーの接種に影響がないように進めることにな

っており、医師とか看護師といった方々、会場

のスタッフ等、全て自ら確保していただくと。

そのためには事務局みたいなものをきちんとつ

くっていただくことが一つ。

そして、規模的には、同一の会場で最低２千

回、１千人が２回接種できる規模でこの職域接

種を進めることになっています。

さきほど言ったように冷凍庫にあるものだか

ら、そこから持ち出せない、冷凍庫から針から

全て国が準備するので、そういう意味でこうい

った規模感で接種が進んでいます。

御手洗委員 数の制限があるんですよね。対象

企業というのは、たくさんあるだろうと思いま

す。会社からの申請になりますが、行政から依

頼とかはされないのか、伺います。

若松感染症対策課参事 やはりファイザーとモ

デルナの２本立てで接種が進むのがいいことな

ので、行政でもそういった相談には乗っていま

すが、これは企業が自ら申請するやり方になっ

ています。相談があれば、どういった申請をす

ればいいかとか、その辺は丁寧に説明していき

ます。

今吉副委員長 この資料の件ですが、７月末ま

でに完了ということになっていますね。という

ことは、そのくらいワクチンは届いているとい

うことになりますか。

若松感染症対策課参事 高齢者は県内に３７万

人ほどいますが、全員が２回接種できるファイ

ザーのワクチンは６月末までに全て届きます。

そして、それを７月にかけて接種します。

今吉副委員長 では、６月末までまだ届いてい

ないが、そういうことが国から連絡があったと

いうことになりますか。必ず来るのは間違いな

いですか。

若松感染症対策課参事 既に８０％くらいはあ

るし、それは確約された配送計画に乗って６月

末までには必ず入ります。

今吉副委員長 かかりつけ医とか、診療所とか、

病院が予約を受けたとき、その数の分は県から

市町村に送るんですか。それとも持っていくん

ですか。制度的にどうなのかなと思いますが。

若松感染症対策課参事 まずは、市町村が病院

から希望を聞き、希望量が出てきます。市町村

にあるマイナス７５度の冷凍庫にワクチンが届

き、市町村がタクシーを使ったり、運送会社を

使ったりして各医療機関に毎週届けるような格

好で、要望に応じて配送が進んでいます。

衛藤委員長 ここで委員の皆さまにお願いしま

す。円滑な進行のために、質問がある場合は一

問一答ではなく、可能な限りまとめて再質問に

入っていただくようにお願いします。

ほかにありますか。

末宗委員 ダブるけど、７月末までに６５歳以

上の接種完了のことだけど、大分県の市町村で

全部できると言いよるのか言いよらんのか。私

もちょっとよく分からないんだけど、例えば、

宇佐市でも１回目が７月の終わりという話とか、

８月とかいう話も聞くんよ、そういう話を聞く

から──だけど、７月末までには全部打つよう

に大分県はなっているのではと思って、ちょっ

とそこらあたりの正確な情報が、県が指示して

いるから、当然、分かっているだろうけど、余

りはっきり分からんなぁと。

それと、ちょっと単純だけど、２ページの診

療所で４週間にわたり一定回数とか書いてある

が、なぜ何回以上と書かないかなと思って。何

回以上と書いたら聞くこともないんだけど。

それから、３ページ、償還時に住民税非課税

となっている世帯は免除となっているが、これ

は大体何人を想定しているか、教えてください。

若松感染症対策課参事 御指摘のあった７月末

完了の話になります。

各医療機関、かかりつけの先生に接種してい

ただきたいという個別の案件があったとき、実

際、その病院に患者が多く入って、どうしても



- 5 -

７月末までに終わらないと。ほかの病院に行く

とトータル的には７月末で終わりますが、どう

してもその病院がいいというような方がいて―

―今の宇佐市の話も、宇佐市役所から聞いてい

ますが、宇佐市としては、７月中に終わるよう

に調整をかけていると聞いています。各市町村

でそういった取組、こちらに来ていただければ

７月末までに終わりますという調整をしていま

す。

末宗委員 聞いているのは、大分県の市町村で

できんと言っているところがあるか。できるの

はできる、できないところはできないというの

を県は把握してるじゃろう。

若松感染症対策課参事 全ての市町村で７月末

に終わるように今、やっています。（「それで

いいやねぇか。理屈はいらんのじゃ」と言う者

あり）

首藤福祉保健企画課長 生活福祉資金貸付事業

費の中で御質問いただいたのは、償還時に住民

税非課税となっている世帯は償還を免除すると

いう部分についてだと思いますが、この住民税

非課税世帯の確認については、早い方で令和４

年度以降、償還が始まることになっており、そ

の際に、令和３年度、若しくは令和４年度の住

民税が非課税かを確認します。現時点でどのく

らいの方が償還免除になるかは把握できないの

で、その時点で確認し、非課税の方については

償還免除という取扱いになります。

池邉感染症対策課長 資料の２ページの一定回

数以上の下にポツで、金額が違うので、それを

まとめて一定回数以上と表現しています。

その下に、週１００回以上接種の場合は１回

当たり２千円で、週１５０回以上接種の場合は

１回当たり３千円ということで、２種類の手当

があるという説明になっています。

末宗委員 償還時の非課税のところの免除だけ

ど、これは把握しなくて予算から何からつくっ

てるんだけど、それなりのデータはあるはずだ

から、例えば、税務課に行ったらそういうのは

分かるんじゃない。そこらあたりは参考のデー

タも何もないわけ。

首藤福祉保健企画課長 今回、補正予算で計上

しているのは、これからお貸しする所要額に基

づいて計算しているので、貸し付けた後、それ

は基本的には貸付金ですから返していただきま

すが、返していただく際、住民税非課税の方に

ついては償還が免除されるということなので、

補正予算の積算とは直接関係ない話になるかと

思います。

また、言われるように、一般的に住民税非課

税世帯がどのくらいあるかという話はあるとは

思いますが、今回、生活が一時的に困難を極め

てお貸ししている方々の中でどのくらいの方が

非課税に該当するかは、かなり苦しい方が借り

られる制度なので、一般的な非課税世帯の割合

は直接この見込みには使えないかと思っており、

いずれにしても、償還時に適切に対応していき

たいと思います。

末宗委員 しつこいけどね、行政をやる上で、

大体何人ぐらいという予想も立てんでやるんか

ね。俺だったら、この程度といったら、大体見

当で１千人か５千人規模か知らないけど、大方

何ぼぐらいじゃのうという概算を頭の中でまず

立てるけどね。一つも立てんのかね、そういう

言い方をすると。そういうところも何も考えん

で予算だけ組むんかね。考えているはずなんじ

ゃ、そん考えは言いきらんのかね。

工藤審議監 今、説明したように、委員が御指

摘の住民税非課税世帯が県内にどれくらいいる

かは、今、持ち合わせていないという意味合い

です。後ほど皆さんに（「持ち合わせてねぇな

ら持ち合わせてねぇと言え」と言う者あり）歳

出の中でそれは影響がないので、そういうこと

に今、させていただいていますが、いずれにし

ても、当然、税務の数字としては用いているの

で、後ほど皆さんに情報提供したいと思います。

（「答弁が違いすぎるわ」と言う者あり）

衛藤委員長 発言は挙手の上、指名されてから

お願いします。

戸高委員 重複して大変恐縮です。高齢者の接

種率が３８．２％ということで、知事からもあ

ったように、前倒しできれば次の段階にという

ことですが、接種率がどのぐらいの状況で次の

世代の段階に移るのか。接種率でいくのか、そ
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れともワクチンの供給量で次の段階に移るのか

を確認したいのと、そもそも高齢者１００％と

いうのは、希望者の１００％ということだと思

いますが、希望者自体の数字をどのぐらい想定

して１００％ということにしているのか、要す

るに希望者の数ですよね。接種される方の割合

をどう見込み、高齢者の接種完了と考えている

のかを教えてほしいと思います。

若松感染症対策課参事 まず、次の段階に行く

のがどのタイミングかということの説明です。

各市町村で本当にスピード感が違っています。

予約の状況によって早いところもあれば遅いと

ころもありますが、一つの目安として７月末ま

でに２回接種になるので、その３週間前に１回

接種が終わるわけです。それまでは１回目の人

と２回目の人がダブルで接種しており、７月の

上旬になると１回目の方が全て終わって、２回

目を打つまで３週間待ちということになるので、

県としては、次の基礎疾患のグループとか、高

齢者の次の段階としては７月中旬ぐらいが大ま

かなスタートの時期かと思っていますが、実際、

今、市町村では高齢者の予約がほぼ埋まって、

だいぶ予約の電話がなくなったと。だから、次

を考えようというところもあります。

そういったところから、実際の数を聞くと、

大まかですが、８割ぐらいの高齢者が接種を希

望したという話も聞いています。

戸高委員 聞いているというのは、県内市町村

の全体を集約して、県全体として８割という意

味ですか。その想定自体が数字として上がって

きているということですか。

若松感染症対策課参事 予約のやり方が市町村

ごとに少し違っています。別府市とかは段階的

に切っているので、全体で何割希望されるかと

いうのは実際は分かりません。予約を全て一括

で受けたところのパーセントということで、今、

８割という話をしました。

ただ、県としては、全員が希望されても大丈

夫な計画をつくるように、それが７月末で終わ

るようにということで市町村には指示していま

す。

小川委員 生活困窮者の自立支援の関係です。

４町村は直接県からということで、福祉事務

所がない関係だろうと思いますが、その手順は、

直接、県が窓口になるのか、それとも町村を通

じてのトンネル事業になるのか、そこらの手順

を少し教えていただきたいのと、既に高齢者が

ワクチン接種を始め、１回打った人が随分出て

いると思います。よく聞くのが、１回でもそれ

なりに効果があるのか、２回打たなければ効果

がてきめんに出ないのか、そこらの状況を少し

教えていただきたいのと、申し訳ないけど、さ

きほど報告がありましたが、ファイザーとモデ

ルナの接種数と副反応数を書き損ねたので、再

度お知らせいただきたい。

以上、３点お願いします。

首藤福祉保健企画課長 生活困窮者自立支援事

業費の手続についてですが、町村部については、

福祉事務所設置自治体である県が事業の実施主

体とはなりますが、実際には各町村の社会福祉

協議会にお願いして、委託する形で窓口業務と

手続等を受け付けるという前提で今、協議を進

めています。

藤内理事兼審議監 ワクチン１回で効くのかと

いう点ですが、県内の状況を見ても、１回しか

打っていない方はやはり感染して発症している

方が見受けられるので、２回接種することが今

回のワクチンの効果を期待する意味では必要だ

と御理解いただいた方がいいと思います。そう

いう点もしっかりまた周知したいと思います。

それから、副反応ですが、さきほど部長から

回答した分を私からもう一度繰り返します。

ファイザーが約１，３０６万人が接種し、１

万６００人の副反応疑い、そのうち重篤な副反

応疑いが１，２６０人、亡くなられた方が５月

３０日時点では１２２人となっています。

それから、モデルナの分は約９万人の接種が

終わった時点で副反応疑いが１７人、重篤な副

反応や死亡は今のところゼロという状況です。

小川委員 ききほどの困窮者の自立支援の関係

です。

さきほど県ということで、町村の社会福祉協

議会を窓口にという話がありましたが、これの

周知は町村の社協が担って、こういう制度があ
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りますよというお知らせをするのか、そこらの

詳細をお聞きしたいのと、ワクチンは２回接種

しなければという話がありましたが、聞かれる

のは、１回でもそれなりにあるのかと、３週間

後になるので、その間の接触あたりが気になる

だろうと思います。私もそれは２回打たないと

多分効果はという話をしますが、そういったと

ころが聞きたかったところです。１回でも５０

％ぐらいの確率で効果がある──そこらだけで

いいですが。

首藤福祉保健企画課長 生活困窮者自立支援事

業の窓口業務についての広報ですが、市町村の

社会福祉協議会、あるいは県も様々な媒体を使

って広報していきます。特に市町村では、生活

保護の窓口とか、生活困窮者の自立支援の窓口

等もあるので、そういったところに相談があっ

た場合には、制度を的確に周知していきたいと

思います。

藤内理事兼審議監 １回打った場合のワクチン

の効果については、発症予防という部分ではや

はり半分に満たない状況、４０％ぐらいは発症

予防できるけれども、逆にワクチンを１回しか

打っていない方は、半分近くの方がやはり感染

機会があれば感染して発症するという状況です。

ただ、印象ですが、重症になる方はやはり１

回打っていることで少ないかなと。つまり、１

回でも重症化予防は少しは期待できるのかなと

いう状況です。ただ、やはり２回打つことを原

則に考えていただくことが大切だと思います。

衛藤委員長 私からも２点。

この前の臨時議会のとき、市町村の接種状況

の公表についてそれぞれ市町村別で公表すべき

ではないかと。知事からも国に公表を求めるみ

たいなこともありましたが、今の状況はいかが

でしょうか。

そもそも国の許可がいるものでしょうか。い

るとしたらどのレベルで、政令であったり、告

示であったり、いろいろありますが、具体的に

どういうレベルでそれは定められているかとい

うところと、あとはもう１個、県営でワクチン

接種センターをやっていただいて非常にありが

たいと思うし、臨時議会から１段階進んだと思

います。

とはいえなんですが、今のところ、期間が非

常に限定的で、職種も限定的だという話です。

もうずっとお話ししていますが、ゴールは希望

する県民に一日でも早くですよね。では、何で

７月、８月で終わるんでしょうか。そこが非常

に疑問で、その後をどう考えているのかをぜひ

教えていただければ、この２点をお願いします。

山田福祉保健部長 １点目の市町村の接種状況

については、今、国から都道府県別しか出され

ていないですが、過去に全国知事会からこの進

捗状況の公表については都道府県別にとどめて

ほしいと要望した経緯があり、国が決めたとい

うより、全国知事会の中で国に要望していると

いうことです。

知事は、当然、県民の皆さんは自分の市の状

況がどうなのか知りたいという気持ちもあるだ

ろうし、市町村が、お互い競争して切磋琢磨す

べきではないかという思いで、この前、全国知

事会で市町村ごとの公表も考えてみてはどうか

という提案をしています。

ただ、全国知事会の中で決めたことなので、

一定の合意がないと、なかなかそこの変更は難

しいようで、今時点、そこはペンディング状態

です。

それから、県営ワクチンセンターについては、

今、７月、８月の２か月間、週末に計画してい

ます。これをその後どうするかということにつ

いては、今、白紙の状態ですが、あくまでも全

体の進捗状況を見ながら、県としても継続すべ

きだと考えれば継続します。状況を見ながらと

いうことで、７月、８月の２か月間しかしない

と決めているわけではありません。

それから、幼稚園、保育園の先生方にという

ことを発表していますが、それも今、人数を少

なめに見積もっていて、それが早く終われば、

例えば、小学校の先生とか、市町村がやる予定

にしている部分を県で受け持つなり、委員長が

言われたようにゴールは希望する県民全員が接

種することなので、そこに少しでも早く近づけ

るように県としても精一杯頑張ろうと考えてい

ます。
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衛藤委員長 少し議論が戻ってしまいますが、

やはり進捗を見ながらではないと思います。１

日でも早く、１人でも多くという最初の基本方

針からしたら、進捗を見ながらというのはなか

なか出てこない話だと思うので、そこは今後、

きちんと前を向くというか、そういう方向で、

やらないと言っているわけではないというのは

分かっていますが、それでもやはりもう一段階

──ということです。

山田福祉保健部長 委員長が言われるのもよく

分かります。

今、モデルナのワクチンの接種計画を国に出

しており、取りあえず、今、予定している計画

ということで、それ以上はまだ計画を出してい

ない、ワクチンが確保できるかどうか分からな

いということも含め、御理解いただければと思

います。

衛藤委員長 そのほか、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衛藤委員長 委員外議員の方はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衛藤委員長 ほかに御質疑等もないようですの

で、これより採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衛藤委員長 御異議がないので、本案のうち、

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。

以上で、付託案件の審査を終わります。

予定していた案件は以上ですが、このほか何

かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衛藤委員長 別にないようですので、これをも

って、本日の委員会を終わります。


